
道
路
の
種
類 合

資
会
社
片

山
寛
一
商
店

名

称

第

千

八

百

九

十

七

号

平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日

路
線
名 片

山

嘉

藏

代
表
者
氏
名

区

間

大
垣
市
藤
江
町
六
丁
目
二
番
地

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の

所
在
地

区
域
変
更
前
後
別

敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

平
成
一
九
・
一
〇
・
三
一

取

消

年

月

日

(

金
曜
日)

延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

目

次

告

示

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し

(

税

務

課)

八
〇
三
ペ
ー
ジ

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

八
〇
三

○
保
安
林
の
指
定
解
除
予
定

(

可
茂
農
林
事
務
所)

八
〇
四

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)

八
〇
四

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
関
す
る
市
町
村
等
協
議
に
係
る

概
要
等

(
農
地
計
画
課)

八
〇
六

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(
同

)

八
〇
六

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

八
〇
六

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

特
別
支
援
教
育
課)

八
〇
七

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

中
濃
農
林
事
務
所)

八
〇
七

告

示

岐
阜
県
告
示
第
六
百
七
十
六
号

地
方
税
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号)

第
七
百
条
の
六
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
七
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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(

火
曜
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金
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行

(

休
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に
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た
る

と
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翌
日)

平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日



県
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

春
日
井

各
務
原
線

路
線
名

百
五
十
七

号

各
務
原
市
鵜
沼
南
町
五
丁
目

四
〇
番
地
先
か
ら

同

市
同

六
丁
目

一
三
六
番
地
先
ま
で

区

間

岐
阜
市
神
田
町
九
丁
目
四
番

地
先
か
ら

同

市
橋
本
町
官
有
無
番
地

先(

岐
阜
市
橋
本
町
一
丁
目

一
〇
番
八)

ま
で

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(
メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜���･����･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･�
備

考

一
般
国

道
二
百

四
十
八

号
と
重

用

県
道

道
路
の
種
類

中
野
方

七

宗
線

路
線
名

加
茂
郡
八
百
津
町
潮
見
字
宮

袖
九
一
番
七
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

九
一
番
二
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別�･�〜�･� �･�〜�･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

岐
阜
県
告
示
第
六
百
七
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
七
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
八
十
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

可
児
市
今
字
唐
沢
九
七
二
の
一
五

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
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小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
部
商
業
流
通
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

シ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
多
治
見

多
治
見
市
住
吉
町
三
丁
目
十
九
番
一

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

変
更)

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
部
商
業
流
通
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

ゲ
ン
キ
ー
関
下
有
知
店

関
市
下
有
知
今
宮
一
六
六
二
番
地
一

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

新
設)

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
部
商
業
流
通
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ス
ー
パ
ー
三
心

足
近
店

羽
島
市
足
近
町
五
丁
目
五
七
七
番
一

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

変
更)

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
部
商
業
流
通
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

西
友

桜
ヶ
丘
店

可
児
市
桜
ヶ
丘
六
丁
目
七
四
―
三
番
地

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

変
更)
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県
営
た
め
池
等
整
備
事
業

事

業

の

種

類

飯

地

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

恵
那
市
飯
地
掲
示
場

縦

覧

場

所

西

坂

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

平
成
一
九
・
一
一
・
一
六
か
ら

同

一
二
・
一
七
ま
で

縦

覧

期

間

平
成
一
九
・

九
・
二
〇

工
事
完
了
年
月
日

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
部
商
業
流
通
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

開
放
倉
庫

本
巣
店

本
巣
市
三
橋
五
丁
目
二
八
番
地

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

変
更)

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
部
商
業
流
通
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

バ
ロ
ー
養
老
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

養
老
郡
養
老
町
高
田
字
元
屋
敷
二
一
四
九

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

新
設)

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
関
す
る
市
町
村
等
協
議
に
係
る
概
要
等

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
そ
の
概
要
等
を
恵
那
市
長
と
協
議
し
た
い
の
で
、
同
条

第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事

業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
そ
の
概
要
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
木
曽
川
下
流
河
川
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
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公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
木
曽
川
下
流
河
川
事
務
所

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

水
準
測
量(

地
盤
変
動
調
査))

三

作
業
期
間

平
成
十
九
年
十
月
二
十
五
日
か
ら

同

二
十
年
三
月
十
四
日
ま
で

四

作
業
地
域

羽
島
市
、
海
津
市
及
び
養
老
郡
養
老
町

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(
平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
１
調
達
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

�
大
型
ワ
ン
ス
テ
ッ
プ
低
床
ス
ロ
ー
プ
付
バ
ス
１
台

�
中
型
ワ
ン
ス
テ
ッ
プ
低
床
ス
ロ
ー
プ
付
バ
ス
１
台

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
19年
８
月
17日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
19年
９
月
28日

５
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
岐
阜
県
安
八
郡
安
八
町
牧
4522番

地
の
１

岐
阜
日
野
自
動
車
株
式
会
社

代
表
取
締
役
田
口
隆
男

６
落
札
金
額
32,000,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
特
別
支
援
教
育
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
２
丁
目
１
番
１
号

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

関
市
木
曽

川
右
岸
用

水
土
地
改

良
区

平
成
��･��･��
理
事

後

藤

昭

夫

岐
阜
県
関
市
仲
町

一
二
番
四
五
号

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

関
市
木
曽

川
右
岸
用

水
土
地
改

良
区

平
成
��･��･��
理
事

尾

藤

義

昭

岐
阜
県
関
市
長
住
町

一
番
地
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平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日
印
刷

平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


